
 

 

 
 
 
 
 
 
 

東海市水防計画変更新旧対照表 
 

（令和６年度（２０２４年）変更） 

資料２－２ 



新旧対照表様式 水防計画 
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頁 変      更      前 変      更      後 備    考 

1 

 

 

３ 

 

 

４ 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（略） 

 

第２章 水防組織 

（略） 

 
第３章 水防上の注意箇所 

（略） 

 

第４章 水防活動 

（略） 
第３節 観測                        

（略） 

  土留木川樋門、大田川樋門、信濃川樋門、大田樋門及び南

柴田樋門については操作委託を受けた分団長等が、天白川・大田

川・中川・渡内川・上野新川及び横須賀新川については都市建設

部及び水道部において降雨が激しく増大するおそれのあるとき

は、氾濫注意水位（警戒水位）に達する迄の間は１時間毎に水防

本部に報告する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（略） 

 
第２章 水防組織 

（略） 

 

第３章 水防上の注意箇所 

（略） 

 

第４章 水防活動 

（略） 

第３節 観測                        

（略） 

  土留木川樋門、大田川樋門、信濃川樋門（削除）及び南柴

田樋門については操作委託を受けた分団長等が、天白川・大田川・

中川・渡内川・上野新川及び横須賀新川については都市建設部及

び水道部において降雨が激しく増大するおそれのあるときは、氾

濫注意水位（警戒水位）に達する迄の間は１時間毎に水防本部に

報告する。 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田樋門の廃

止に伴う削除 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 

 

 

 

 

 

 

第５章 水防施設 

（略） 

第２節 消防団詰所                     

分 団 名 所  在  地 構 造 及 び 面 積 管轄区域 

第１分団  名和町山東13-1  鉄筋コンクリート造平屋建   59.40㎡ 
南柴田町、新宝町、名和

町、浅山 

第２分団  荒尾町下り松1-10  鉄筋コンクリート造２階建   84.22㎡ 

荒尾町(通称加家の区域

を除く)、富貴ノ台四丁

目、五丁目 

第３分団  富貴ノ台二丁目35  鉄筋コンクリート造２階建   68.68㎡ 

荒尾町(通称加家の区域

に限る)、東海町、富貴ノ

台一丁目、二丁目、三丁

目、六丁目、中央町三丁

目   

第４分団  富木島町向イ3-3  鉄筋コンクリート造２階    65.00㎡ 

富木島町、中央町五丁

目、六丁目(中央町町内

会の区域を除く) 

第５分団  大田町蟹田114  鉄筋コンクリート造２階建   70.40㎡ 

大田町、中央町一丁目、

二丁目、四丁目、六丁目

(中央町町内会の区域に

限る)、七丁目 

第６分団 
 高横須賀町東屋敷 

62-4 
 鉄筋コンクリート造２階建   70.58㎡ 高横須賀町、中ノ池 

第７分団  元浜町16  鉄筋コンクリート造２階建   78.08㎡ 
横須賀町、元浜町、養父

町 

第８分団  加木屋町唐畑11-6  コンクリートブロック造平屋建   48.78㎡ 加木屋町  

（略） 

 

第６章 水防警報 

第１節 水防警報の意義                   

指定河川、海岸について・・・災害が起こるおそれがあると認

められたとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表であ

り、水防管理団体の水防活動に指針を与えることを本質としてい

る。（水防法第１６条第１項） 

（略） 

第５章 水防施設 

（略） 

第２節 消防団詰所                     

分 団 名 所  在  地 構 造 及 び 面 積 管轄区域 

第１分団  名和町山東13-1  鉄筋コンクリート造平屋建   59.40㎡ 
南柴田町、新宝町、名和

町、浅山 

第２分団  荒尾町下り松1-10  鉄筋コンクリート造２階建   84.22㎡ 

荒尾町(通称加家の区域

を除く)、富貴ノ台四丁

目、五丁目 

第３分団  富貴ノ台二丁目35  鉄筋コンクリート造２階建   68.68㎡ 

荒尾町(通称加家の区域

に限る)、東海町、富貴ノ

台一丁目、二丁目、三丁

目、六丁目、中央町三丁

目   

第４分団  富木島町向イ3-3  鉄筋コンクリート造２階建    65.00㎡ 

富木島町、中央町五丁

目、六丁目(中央町町内

会の区域を除く) 

第５分団  大田町後田1176  鉄筋コンクリート造２階建   70.40㎡ 

大田町、中央町一丁目、

二丁目、四丁目、六丁目

(中央町町内会の区域に

限る)、七丁目 

第６分団 
 高横須賀町東屋敷 

62-4 
 鉄筋コンクリート造２階建   70.58㎡ 高横須賀町、中ノ池 

第７分団  元浜町16  鉄筋コンクリート造２階建   78.08㎡ 
横須賀町、元浜町、養父

町 

第８分団 
 加木屋町一本木 

19-5 
 鉄 骨 造２階建   73.60㎡ 加木屋町  

（略） 

 

第６章 水防警報 

第１節 水防警報の意義                    

指定河川、海岸について・・・災害が発生するおそれがあると

認められたとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表で

あり、水防管理団体の水防活動に指針を与えることを本質として

いる。（水防法第１６条第１項） 

（略） 

消防団詰所の

建替等に合わ

せた変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県水防計

画に合わせた

変更 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 水防警報を発する基準                  

１ 知事が水防警報を行う河川  

河 

川 
名 

観測 
所名 

所 在 地 
（位 置） 

水防団

待機水

位（通

報水

位） 

氾濫注

意水位

（警戒

水位） 

出動 
水位 

氾濫危

険水位 堤防高 発表者 

天白

川 
天白

川 

名古屋市南

区中江二丁

目 

（右岸7.37

㎞付近） 

 

 

 T.P 

2.90m 

 T.P 

3.95m 

 T.P 

4.90m 

T.P 

6.05m 

T.P 

（下流に

向 か っ

て） 

左 側

8.94m 

右 側

8.94m 

尾張建設 
事務所長 

（略） 

 

 

 

第７章 洪水予報 

（略） 

第３節 洪水予報に関する基準地点              

                        （水位は T.P） 

河川名 基準 
地点 所 在 地  

水防団待
機水位 

（通報水

位）ｍ 

氾濫注意

水位 

（警戒水

位）ｍ 

避難判断

水位 

ｍ 

氾濫危険

水位 

ｍ 

天白川 天白川 

名 古 屋 市

南 区 中 江

二 丁 目

（ 右 岸 7.

3 7 K m付

近 ）  

２.９０ ３．９５ ４．９０ ６．０５ 

 

 

 

 

 

第３節 水防警報を発する基準                  

１ 知事が水防警報を行う河川  

河 

川 
名 

観測 
所名 

所 在 地 
（位 置） 

水防団

待機水

位（通

報水

位） 

氾濫注

意水位

（警戒

水位） 

出動 
水位 

氾濫危

険水位 堤防高 発表者 

天白

川 
天白

川 

名古屋市南

区中江二丁

目 

（右岸7.37

㎞付近） 

  

※危険箇所 

左右岸 

5.40km付近 

 T.P 

3.20m 

 T.P 

4.30m 

 T.P 

5.15m 

T.P 

6.50m 

T.P 

（下流に

向 か っ

て） 

左 側

8.94m 

右 側

8.94m 

尾張建設 
事務所長 

※修正前は、危険箇所左岸 9.77km 付近 

（略） 

 

第７章 洪水予報 

（略） 

第３節 洪水予報に関する基準地点              

                        （水位は T.P） 

河川名 基準 
地点 所 在 地  

水防団待
機水位 

（通報水

位）ｍ 

氾濫注意

水位 

（警戒水

位）ｍ 

避難判断

水位 

ｍ 

氾濫危険

水位 

ｍ 

天白川 天白川 

名 古 屋 市

南 区 中 江

二 丁 目

（ 右 岸 7.

3 7 K m付

近 ）  

 

※危険箇所 

左右岸 

5.40km付近 

３．２０ ４．３０ ５．３５ ６．５０ 

※修正前は、危険箇所左岸 9.77km 付近 

 

 

愛知県水防計

画に合わせた

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県水防計

画に合わせた

変更 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

 

第８章 水位情報の周知 

（略） 

第３節 水位情報の周知を行う水位観測所における基準水位           

１ 知事が指定した河川 

（追加） 

（略） 

（追加） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 通報連絡 

（略） 

 

第１０章 避難 

（略） 

 

第１１章 他の水防機構との協力支援 

（略） 

 

 

第８章 水位情報の周知 

（略） 

第３節 水位情報の周知を行う水位観測所における基準水位           

１ 知事が指定した河川 

  基準観測所の基準水位 

（略） 

 基準水位の読替え表 

  基準観測所の水位計が被災等により正常に水位を観測する

ことができない場合は、近傍の危機管理型水位計の水位によ

り、水位周知を行う。基準観測所と危機管理型水位計の対応

関係及び危機管理型水位計地点における基準水位は下表によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※相生橋の水位は、堤防天端からの高さを示した値 

 

第９章 通報連絡 

（略） 

 

第１０章 避難 

（略） 

 

第１１章 他の水防機構との協力支援 

（略） 

 

 

 

愛知県水防計

画に合わせた

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氾濫危険
水位

（洪水特
別警戒）

　Ｔ.Ｐ. 　Ｔ.Ｐ. 　Ｔ.Ｐ. 　Ｔ.Ｐ. 　Ｔ.Ｐ.

１．４０ ２．５０ ２．８５ ２．８５ ３．５０

－４．６５ －４．００

基　準　水　位　（ｍ）

河川名 観測所名

鳴　海

相生橋

扇川

－６．１０ －５．００ －４．６５

避難判断水
位

水防団
待機水位
（通報）

氾濫注意
水位

（警戒）
出動水位
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

32 

 

第１２章 水防訓練及び水門の監視 

（略） 

第２節 水門の監視                     

（略） 

２ 消防団等は、次に定めるところにより水門操作を適正に行

い、津波、波浪その他海水の浸入を防止するとともに洪水の

疎通を調整し、災害の発生を防止するものとする。 

水 門 の 名 称 監 視 団 体 等 

土 留 木 川 樋 門          第 １ 分 団 

大 田 川 樋 門 第 ５ 分 団 

信 濃 川 樋 門 第 ７ 分 団 

大  田  樋  門          大 田 町 内 会 

南 柴 田 樋 門 委 託 業 者 

東 海 海 岸 門 扉          委 託 業 者 

 

 

第１３章 公用負担 

（略） 

 

第１４章 水防実施報告 

（略） 

第１２章 水防訓練及び水門の監視 

（略） 

第２節 水門の監視                     

（略） 

２ 消防団等は、次に定めるところにより水門操作を適正に行

い、津波、波浪その他海水の浸入を防止するとともに洪水の

疎通を調整し、災害の発生を防止するものとする。 

水 門 の 名 称 監 視 団 体 等 

土 留 木 川 樋 門          第 １ 分 団 

大 田 川 樋 門 第 ５ 分 団 

信 濃 川 樋 門 第 ７ 分 団 

（削除） （削除） 

南 柴 田 樋 門 委 託 業 者 

東 海 海 岸 門 扉          委 託 業 者 

 

 

第１３章 公用負担 

（略） 

 

第１４章 水防実施報告 

（略） 

大田樋門の廃

止に伴う削除 


